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国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月13日

国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 9月2日

国　税／ 12月決算法人の中間申告 9月2日

国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 9月2日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 9月2日

地方税／個人事業税第1期分の納付

 都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

 市町村の条例で定める日

8 2019（令和元年）

臨時免税店制度　消費税免税店の許可を受けている事業者が、あらかじめ納税地の税務
署長の承認を受け、出店前日までに具体的な場所や期間の届出を行うことで、地域のお
祭りや商店街のイベントなどに出店する場合に通常の免税店とみなして免税販売ができ
る制度。外国人旅行者への販売機会を増やすため本年７月１日から施行されました。

ワン
ポイント

◆  8月の税務と労務 8月 （葉月）AUGUST

11日・山の日　12日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土
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８月号 ─ 2

　

平
成
二
十
五
年
に
労
働
契
約
法
が

改
正
さ
れ
、「
無
期
転
換
ル
ー
ル
」

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

無
期
転
換
ル
ー
ル
と
は
、
同
一
の

使
用
者
と
の
間
で
、
有
期
労
働
契
約

（
期
間
の
定
め
が
あ
る
労
働
契
約
）

が
更
新
さ
れ
て
通
算
五
年
を
超
え
た

と
き
に
、
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
無

期
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る
と
い
う

も
の
で
す
。

　

多
く
の
企
業
で
は
平
成
三
十
年
四

月
か
ら
本
格
的
に
無
期
転
換
へ
の
申

込
権
が
発
生
し
て
い
ま
す
の
で
、
有

期
契
約
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る（
あ

る
い
は
こ
れ
か
ら
雇
い
入
れ
る
予
定

が
あ
る
）
企
業
で
は
、
就
業
規
則
や

社
内
制
度
の
検
討
・
整
備
等
を
行
っ

て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

　

以
下
、
無
期
転
換
ル
ー
ル
へ
の
対

応
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

一
　
有
期
雇
用
の
動
向

㈠
　
雇
用
動
向

　

平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
雇
用
契

約
の
締
結
内
容
（
無
期
・
有
期
）
ご
と

の
人
数
を
み
る
と
、
無
期
は
約
三
、

七
〇
〇
万
人
、
有
期
が
約
一
、五
〇
〇

万
人
で
、
約
三
割
の
労
働
者
が
有
期

雇
用
契
約
を
締
結
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、「
無
期
」、「
有
期
」の
ほ
か
、

「
雇
用
契
約
期
間
の
定
め
が
あ
る
か

わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
労

働
者
が
約
三
七
〇
万
人
い
ま
す
（
総

務
省
「
労
働
力
調
査
」）。

　

ま
た
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
お

い
て
は
、
有
期
労
働
契
約
を
結
ぶ
者

の
約
三
割
が
通
算
五
年
を
超
え
て
有

期
労
働
契
約
を
更
新
し
て
い
る
実
態

が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
（
平
成
二
十

三
年
有
期
労
働
契
約
に
関
す
る
実
態

調
査
報
告
書
）。

㈡
　
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
方
法

　

有
期
契
約
労
働
者
を
雇
用
し
て
い

る
企
業
（
全
企
業
の
約
六
七
％
）
の

う
ち
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
無
期
契

約
に
す
る
か
を
尋
ね
た
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、「（
新
た
な
区
分
は
設
け
ず
）

各
人
の
有
期
契
約
当
時
の
業
務
・
責

任
、
労
働
条
件
の
ま
ま
、
契
約
だ
け

無
期
へ
移
行
さ
せ
る
」
と
す
る
割
合

が
も
っ
と
も
多
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
契

約
労
働
者
（
※
１
）

で
は
約
三
七
％
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
（
※
２
）

で
は
約
五
一
％
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

次
に
多
か
っ
た
回
答
は
、
フ
ル
タ

イ
ム
契
約
労
働
者
で
は
「
既
存
の
正

社
員
区
分
に
転
換
す
る
」
が
約
三
一

％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で

は
「
分
か
ら
な
い
（
具
体
的
に
は
未

だ
考
え
て
い
な
い
）」が
約
二
一
％
、

「
既
存
の
正
社
員
区
分
に
転
換
す
る
」

が
約
一
四
％
な
ど
で
す
。

　

な
お
、
既
存
の
正
社
員
区
分
以
外

の
、
既
存
・
新
設
の
無
期
契
約
（
正

社
員
）
区
分
を
活
用
す
る
割
合
は
、

フ
ル
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で
約
一
二

％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
契
約
労
働
者
で

は
約
一
〇
％
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
（
独
立
行
政
法
人　

労
働
政
策
研

究
・
研
修
機
構　

二
〇
一
七
年
公
表

「
改
正
労
働
契
約
法
と
そ
の
特
例
へ

の
対
応
状
況
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
結
果
）

※
１　

正
社
員
と
所
定
労
働
時
間
が

ほ
ぼ
同
じ
有
期
契
約
労
働
者

※
２　

正
社
員
よ
り
一
日
の
所
定
労

働
時
間
が
短
い
か
、
一
週
間
の

所
定
労
働
日
数
が
少
な
い
有
期

契
約
労
働
者

二
　
無
期
転
換
制
度
の
導
入

　

無
期
転
換
制
度
の
導
入
手
順
を
、

次
の
四
つ
の
ス
テ
ッ
プ
（
①
就
労
実

態
の
把
握
、②
業
務
・
役
割
の
整
理
、

③
労
働
条
件
の
検
討
、
④
運
用
と
改

善
）
に
分
け
て
見
て
い
き
ま
す
。

㈠
　
就
労
実
態
の
把
握

　

ま
ず
は
、
自
社
で
働
い
て
い
る
有

期
契
約
労
働
者
の
現
状
を
把
握
す
る

た
め
、
次
の
情
報
を
収
集
し
ま
す
。

・
有
期
契
約
労
働
者
の
人
数

・
職
務
内
容

・
月
や
週
、
一
日
の
労
働
時
間

・
契
約
期
間

・
更
新
回
数

・
勤
続
年
数
（
通
算
契
約
期
間
）

・
今
後
の
働
き
方
や
キ
ャ
リ
ア
に
対

す
る
考
え

・
無
期
転
換
申
込
権
の
発
生
時
期

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
就
業
規
則
に
お

い
て
有
期
契
約
労
働
者
の
定
義
が
明

確
に
な
っ
て
い
る
か
、
労
働
条
件
等

が
就
業
規
則
や
給
与
規
程
等
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か

も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

㈡
　
業
務
・
役
割
の
整
理

無
期
転
換
ル
ー
ル
へ
の
対
応

（
労
働
契
約
法
等
）

無
期
転
換
ル
ー
ル
へ
の
対
応

（
労
働
契
約
法
等
）



3 ─ ８月号

　

社
内
の
業
務
を
分
類
し
、
無
期
労

働
契
約
に
転
換
し
た
者
が
担
う
仕
事

を
検
討
し
ま
す
。

　

前
述
の
調
査
結
果
で
は
「
有
期
契

約
当
時
の
業
務
・
責
任
、
労
働
条
件

の
ま
ま
」
と
す
る
企
業
割
合
が
多
く

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
期
間
の
定
め

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
短

期
・
臨
時
的
な
業
務
を
減
ら
し
、
恒

常
的
な
業
務
の
量
を
増
や
す
な
ど
、

役
割
や
責
任
を
見
直
し
て
い
く
の
も

良
い
で
し
ょ
う
。

　

分
類
の
一
例
と
し
て
、
重
要
度
や

困
難
度
等
か
ら
「
基
幹
的
な
業
務
」

「
補
助
的
な
業
務
」
に
分
類
す
る
こ

と
や
、期
間
や
頻
度
等
か
ら
「
短
期
・

臨
時
的
」「
恒
常
的
」
と
い
っ
た
分

類
を
し
、
無
期
転
換
し
た
者
に
担
当

さ
せ
る
業
務
を
検
討
し
て
い
く
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　

分
類
の
際
は
、
無
期
転
換
者
が
こ

れ
ま
で
行
っ
て
い
た
業
務
だ
け
で
な

く
、
正
社
員
や
無
期
転
換
の
対
象
と

な
ら
な
い
有
期
契
約
労
働
者
の
業
務

も
分
類
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
者
が

担
っ
て
い
る
業
務
の
う
ち
、
一
部
を

無
期
転
換
者
に
担
当
さ
せ
る
（
ま
た

は
、
無
期
転
換
者
が
行
っ
て
い
た
業

務
を
、
無
期
転
換
の
対
象
と
な
ら
な

い
有
期
契
約
労
働
者
に
担
当
さ
せ
る
）

な
ど
、
各
従
業
員
の
役
割
の
見
直
し

や
明
確
化
も
併
せ
て
行
っ
て
い
く
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

㈢
　
労
働
条
件
の
検
討

　

無
期
転
換
後
の
人
材
活
用
を
考
慮

し
、労
働
条
件
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

　

転
換
方
法
に
は
、
主
に
次
の
三
タ

イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

①　

雇
用
期
間
の
変
更

　
　

契
約
期
間
の
み
を
有
期
か
ら
無

期
へ
変
更
す
る
方
法
で
す
。

　
　

賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
、
労
働

契
約
期
間
以
外
の
労
働
条
件
は
変

更
さ
れ
ま
せ
ん
。
無
期
転
換
前
と

比
べ
、
職
務
や
処
遇
を
変
更
す
る

必
要
が
な
い
社
員
が
対
象
で
す
。

②　

多
様
な
正
社
員
へ
の
転
換

　
　

正
社
員
と
比
較
し
て
、
勤
務
地

や
労
働
時
間
、
職
務
な
ど
の
労
働

条
件
に
制
約
を
設
け
た
社
員（「
多

様
な
正
社
員
」）へ
の
転
換
で
す
。

　
　

多
様
な
正
社
員
で
は
、
転
勤
が

な
い
、
残
業
時
間
に
制
限
を
設
け

る
な
ど
に
よ
り
、
働
き
方
に
制
約

が
あ
る
社
員
が
働
き
続
け
や
す
い

な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

③　

正
社
員
へ
の
転
換

　
　

業
務
内
容
に
制
約
が
な
く
、
入

社
後
定
年
ま
で
勤
務
す
る
こ
と
を

想
定
し
た
正
社
員
へ
の
転
換
で
す
。

　

有
期
契
約
労
働
者
の
雇
い
入
れ
に

お
い
て
は
、「
契
約
期
間
の
変
更
→

多
様
な
正
社
員
→
正
社
員
」
へ
登
用

し
て
い
く
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
中

長
期
的
な
視
点
を
持
ち
、
そ
の
後
の

登
用
の
あ
り
方
を
あ
ら
か
じ
め
想
定

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

な
お
、
契
約
期
間
以
外
の
労
働
条

件
は
、
無
期
転
換
後
は
就
業
規
則
等

に
よ
り
別
段
の
定
め
が
あ
る
部
分
を

除
き
、
直
前
の
有
期
労
働
契
約
と
同

一
の
労
働
条
件
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
労
働
日
・
労
働
時
間
や
給
与

な
ど
を
変
更
す
る
と
き
は
、
就
業
規

則
等
に
変
更
後
の
労
働
条
件
を
定
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
労
働

条
件
の
う
ち
一
定
事
項
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
書
面
に
よ
る
明
示
を
要

し
ま
す
（
労
働
基
準
法
）。

　

労
働
契
約
期
間
が
有
期
か
ら
無
期

に
転
換
す
る
と
き
に
は
、
勤
務
地
の

限
定
が
な
く
な
っ
た
り
、
時
間
外
労

働
が
発
生
す
る
な
ど
、
働
き
方
に
変

化
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
無

期
転
換
後
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
改

め
て
通
知
し
ま
し
ょ
う
。

　

労
働
条
件
の
明
示
に
用
い
る
様
式

は
自
由
で
す
が
、
社
内
に
所
定
の
様

式
が
な
い
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
あ
る
労
働
条
件

通
知
書
の
モ
デ
ル
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

㈣
　
運
用
と
改
善

　

無
期
転
換
制
度
導
入
を
ス
ム
ー
ズ

に
進
め
る
上
で
大
切
な
の
は
、
制
度

の
設
計
段
階
か
ら
労
使
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
行
う
こ
と
で
す
。

　

労
働
組
合
（
組
合
が
な
い
場
合
は

労
働
者
の
過
半
数
代
表
者
）
と
の
協

議
を
行
う
な
ど
、
労
働
者
と
協
議
を

行
う
場
を
持
ち
、
労
使
双
方
が
納
得

で
き
る
制
度
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が

導
入
・
運
用
を
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
せ

る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

三
　
そ
の
他

　

無
期
転
換
を
円
滑
に
サ
ポ
ー
ト
す

る
た
め
、
厚
生
労
働
省
に
「
有
期
契

約
労
働
者
の
無
期
転
換
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
」
が
設
け
ら
れ
、
無
期
転
換
の

制
度
案
内
の
ほ
か
、
導
入
企
業
事
例

や
導
入
支
援
策
、
Ｑ
＆
Ａ
、
無
期
転

換
ル
ー
ル
の
特
例
な
ど
有
益
な
情
報

が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
別
相
談
窓

口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
労

働
局
雇
用
環
境
・
均
等
部
（
室
）
の

連
絡
先
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。



８月号 ─ 4

　業務改善助成金は、中小企業・小規模事
業者の生産性向上を支援し、事業場内で最
も低い賃金の引上げを図るための制度です。
　生産性向上のための設備投資やサービス
の利用などを行い、事業場内最低賃金を
30円以上引き上げた場合に、その設備投
資などにかかった費用の一部が助成されま
す。
　今年度分の申請期限は、令和２年１月
31日までです。
１　支給対象者
　「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が30円以内及び事業場規模30人以
下の事業場」など、申請コースごとに設け
られた要件を満たす事業場が対象です。
２　主な支給要件
①　事業実施計画（事業場内最低賃金を一

定額以上引き上げる計画、生産性向上の
ための設備投資などの計画）の策定

②　引上げ後の賃金額を支払う
③　生産性向上に資する機器・設備などを

導入することにより業務改善を行い、そ
の費用を支払う

④　解雇、賃金引下げ等の不交付事由がな
い　等

３　申請コース・助成額
　助成対象事業場の種類（事業場内最低賃
金が800円未満であるか、それ以上の事
業場であるか等）、引き上げる労働者数等
に応じて助成上限（50 ～ 100万円）と助成
率（ 設 備 投 資 等 に 要 し た 費 用 の3/4 ～
9/10）が定められています。
４　設備投資等の例
・POSレジシステム導入による在庫管理

の短縮
・顧客、在庫、帳票管理システムの導入に

よる業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧

客回転率の向上
　お問い合わせの窓口は、都道府県労働局
の雇用環境・均等部（室）です。

業務改善助成金のご案内

　日本の企業で勤務する者が国外で働く場
合、働いている国の社会保障制度にも加入
する必要が生じる場合があります。
　その際に、国内外保険料の「二重負担」
を回避することや、一方の国での加入期間
を、他方の国の加入期間とみなす「年金加
入期間の通算」を行うため、各国（平成30
年8月時点で、ドイツ・イギリス・韓国・
アメリカなど18か国との協定発効済）と
の社会保障協定が締結されています（協定
締結の相手国に応じて、取扱いが異なる場
合があります）。
　令和元年5月16日に、日本と中国との
間で協定の効力発生のための外交上の公文
の交換が行われ、令和元年9月１日に効力
を生ずることとなりました。
　協定に基づいて中国の年金制度への加入
が免除されるためには、日本年金機構（年
金事務所及び事務センター）に「適用証明
書」の交付申請を行う必要があります。
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